
 

２月１３日（月）に県公立高校の出願が終わりました。そして、各校の倍率が発表されま

す。倍率によっては、志願先の合格の可能性が変わることもありますが、受検までにやらな

ければならない学習、実技、面接の対策は変わりません。しっかりと対策に取り組みましょ

う。 

なお、志願先変更の期間は、２月１５日（水）、１６日（木）の２日間です。志願先変更

を考えている御家庭については、下の志願先変更の方法をよく確認し、きちんと話し合った

上で、担任にお申し出ください。 

＜志願先変更の流れ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 出願済高校：「志願先変更願」「受検票（旧）」を提出します。 

「志願先変更証明書」を受領します。 

② 変更先高校：「志願先変更証明書」「願書（新）」「受検票（新）」「調査書（新）」を提出します。 

        「受検票（新）」を受領します。 

③ 受検番号を中学校に報告します。 

※同一校の学科変更、第２志望変更も同様の手続きをとります。 

 

★入学選考手数料について  ※一度納入した入学選考手数料は返還されません。 

・県 立→市 立：所定の手続きに従って２,２００円を振り込みます。 

         （さいたま市については出願時に現金で納付することも可） 

・市 立→県 立：願書に収入証紙２,２００円分を貼り、提出します。 

・定時制→全日制：願書に不足分（１,２５０円）の収入証紙を貼り、提出します。 

 

 

戸田市立美笹中学校 

進路指導部 第１２号 

令和５年２月１３日 

 

持参するもの      受領するもの       持参するもの       受領するもの 

 

 

 

 

 

 

 

【事前の準備】 

・担任から「志願先変更願」「調査書(新)」を受け取ります。 

・新しく出願する高校の「願書(新)」「受検票(新)」を記入します。 

（必要な人は、収入証紙または現金を用意します） 

③受検番号を報告 

・志願先変更願 

・受検票（旧） 

・志願先変更証明書 

・願書(新) 

・受検票(新) 

・調査書(新) 

・収入証紙（必要な人） 

①出願済高校 

 

志願先変更証明書 

②変更先高校 

 

受検票 

２月１６日(木) 

午後４時までに手続

き 

★手続きを完了させないと受検資格がなくなります。 


